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  第48回3・13重税反対全国統一行動浦和・与野支部 

    ３月１３日（月）午前9時受付・9時15分集会  

          与野産業文化センターホール 

                    （中央区下落合5-4-3） 

       （与野駅西口歩17分/与野本町駅歩7分） 
 
   ◎午前９時から会館1階にて受付します。 

   ◎今年は浦和民商が最初です。会場で番号札を配りますので、番号順に並んで申告し  

    ます。 

   ◎急病や体調不良でやむ終えずデモに参加  

   できない会員さんは、午前１１時１０分に   

   新都心駅改札口を出たところで待ってい    

   てください。係りが迎えに行きます。 

   その際申告は一番最後に並んで頂きます。 

   ◎訂正が入った場合、印艦を必要になりま  

   すので、必ず持参してください。 

   ◎十分暖かい服装、はきやすい靴で参加し   

   てください。 

解らないことがあれば事務所に連絡してください

 確定申告マイナンバー記載について 
２０１６年全国中小業者団体連絡会の省庁交渉の回答 
個人番号（マイナンバー）の記載がなくても『書類を受け取

る』『罰則や不利益はない』と省庁が回答しています。 

 

【内閣府】個人番号カード（写真入ICカード）の取得は強制      

     ではない。取得せずとも不利益はない。従業員から   

     番号提出を拒否された記録がなくても罰則は無       

     い。 

 

【国税庁】確定申告に番号が未記載でも受理し、罰則・不利益   

     は無し。窓口で本人確認ができず、番号通知がなく    

     ても申告書を受理する。 

 

【厚生労働省】労働保険の書類に番号の記載がなくても受理す  

       る。罰則や不利益は無い。労働保険事務組合が  

       番号を取り扱わないことで罰則や不利益は 

       無い。 

第４８回３・１３重税反対全国統一行動に参加しよう！ 

   

  申告終わって春がくる！ 

    春の申告・ごくろうさん会 
２０１７年４月 ２日（日）午前１１時 

浦和民商事務所  現在楽しい企画考え中！ 
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